
第１号様式（第６条関係） 

空き家マッチング支援事業利用希望者登録申請書 

令和 ５ 年 ５ 月 １ 日 

八王子市長 殿 

  次のとおり申請します。（＊はマッチングサイト公開事項です。） 

申請者（代表者）氏名＊ 

（署名または押印が必要です。） 

 

団体名＊ NPO法人 〇〇 

住所 

（団体の場合は、団体の所在地） 

〒192-8501 

八王子市元本郷町 3-24-1 

メールアドレス 〇〇〇〇@〇〇〇.jp 

電話番号 042-〇〇〇-〇〇〇〇 

利用内容＊ 

※居住を目的

とした利用で

ないこと 

カテゴリ 
☐子ども ☑健康福祉 ☐文化・スポーツ ☐環境 

☐防災安全 ☐その他（                 ） 

対象者 
☐子ども ☑高齢者 ☐障害者 ☑地域住民  

☐その他（                   ） 

活動目的 

目的：地域の憩いの場の形成 

対象者：高齢者等 

・ワークショップ 

・交流イベント 

・団体の事務所として 

利用頻度 
☐月に1～2回程度 ☐週に1～2回程度 ☑ほぼ毎日 

☐その他（                            ） 

期間 
令和 ５ 年 ６ 月   日 から  

令和   年   月   日 まで 

希望する 

建物＊ 

所在地 

（町名・地域） 
元八王子町1～3丁目、川町、下恩方町 

構造 ☐木造 ☐鉄骨造 ☐コンクリート造 ☑希望なし 

設備 ☑台所 ☑トイレ ☐洗面所 ☐浴室 ☐駐車場 ☐希望なし 

その他 延べ床面積30～40㎡程度必要です。 

希望する 

契約条件＊ 

賃料 
☑無償 

☑有償（ ☑固定資産税・光熱水費程度／月 ☐       円／月 ） 

その他 賃料は要相談 

 

≪ 裏面あり ≫ 

八
王
子 

八王子 太郎 
署名または押印を省略する場合

は、本人確認書類の添付が必要

です。（本人確認書類について

は、別紙をご確認ください。） 



 

PR＊ 

（任意） 

団体紹介 

退職後の高齢者などに対し、⾃⼰発⾒や仲間づくり、⽣きがいづくりなど

の機会を提供するコミュニティの形成・運営等を⾏うNPO法⼈です。（令和

2年10⽉1⽇設立） 

これまでセミナーやワークショップを開催しており、今後活動を展開す

るにあたり、拠点となる場所を探しています。 

 

 

 

ホームページ、

SNS等 URL 
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/ （ホームページ） 

その他 

令和3年5月に開催したワークショップの様子の写真を添付します。 

 

 

 

 

誓約書 

私は、八王子市空き家マッチング支援事業の利用にあたり、以下の内容について誓約します。 

 

１ 以下のすべてに同意していること。 

 （１）提供空き家の利用において、建築基準法、地方税法及びその他関係法令を遵守すること。 

 （２）希望する活動内容が、希望するエリアで法令的に実施可能か確認すること。 

 （３）電子メールによる情報交換に対応すること。 

 （４）希望する活動内容について、周辺住民からの理解を得られるよう努めること。 

 （５）空き家マッチング支援事業利用希望者登録申請書に記載している情報について、市がマッチングサ

イト上で公開すること。また、マッチングの問合せがあった際に、市がメールアドレスを空き家所

有者に提示すること。 

２ 本事業で知り得た個人情報について、本事業以外の目的で使用しないこと。 

３ その他、八王子市空き家マッチング支援事業実施要領の規定を遵守すること。 

 

申請者（代表者）氏名    八王子 太郎      

※署名または押印が必要です。  

 

※活動写真等、PRに使用したい書類があれば添付してください。

八
王
子 

活動写真等を添付する場合は、

その説明を記載してください。 

署名または押印を省略する場合

は、本人確認書類の添付が必要

です。（本人確認書類について

は、別紙をご確認ください。） 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/


別紙 

本人確認書類の例 

 本人確認書類は、コピーしたものを添付するか、原本を窓口で提示してください。 

１. 個人の申請の場合 

    顔写真がついている本人確認書類の場合 ⇒ １種類のみで大丈夫です。 

  顔写真がついていない本人確認書類の場合 ⇒ ２種類必要です。 

 （１）顔写真がついている本人確認書類 

次のうち、いずれか１つを添付 

・運転免許証 

・運転経歴証明書（2012年４月１日以降の発行に限る） 

・特別永住者証明書、在留カード 

・旅券（パスポート） 

・個人番号カード（通知カードは不可） 

・各種福祉手帳（顔写真つき） 

・身体障害者手帳 

・住民基本台帳カード 等 

 （２）顔写真がついていない本人確認書類 

   組み合わせ方法１ 

次のうち、いずれか２つを添付 

・各種健康保険証     ・介護保険者証（介護保険被保険者証） 

・各種年金手帳      ・各種福祉手帳（顔写真なし） 

・母子健康手帳      ・印鑑証明書（発行日から６ヵ月以内） 等 

   組み合わせ方法２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２. 団体の申請の場合 ⇒ 最低２種類の書類の提出が必要です。 

 （１）法人格のない任意団体の場合  

    

                                

 （２）法人の場合  

  

次のうち、いずれか１つ 

・各種健康保険証 

・介護保険者証（介護保険被保険者証） 

・各種年金手帳 

・各種福祉手帳（顔写真なし） 

・母子健康手帳 

・印鑑証明書 等 

次のうち、いずれか１つ 

・住民票の写し 

・住民票の記載事項証明書 

・印鑑証明書（取引に実印を使用しない場合） 

・戸籍謄本・抄本（附表の写が添付されているもの） 

・固定資産税・都市計画税納税通知書 

・公共料金の領収書（固定電話・電気・水道・NHK・ガスいずれか） 

・国税・地方税の領収書 

・社会保険料の領収書（国民年金保険料や健康保険料の領収証書） 等 

 

 + 

任意団体に関する書類いずれか１つ 

・規約 ・会則 ・議事録 等 

 

 

 + 
任意団体の代表者（窓口となる方）の本人確認書類 

※「1.個人の申請の場合」をご確認ください。 

 

法人に関する書類いずれか１つ（作成後６カ月以内） 

・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書（原本） 等 

法人の代表者（窓口となる方）の本人確認書類 

※「1.個人の申請の場合」をご確認ください。 

 

 

 + 

注意：発行日から３カ月以内のもの 
  ：有効期限表示があるものは期限内のもの 


